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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイと、
　前記ディスプレイ上に配置されるタッチパネルと、
　ロック状態において前記タッチパネルに対して行われた操作が、所定の解除操作である
と判断した場合、前記ロック状態を解除してアンロック状態に移行し、前記所定の解除操
作における最後の操作を受け付けた場所に対応する前記ディスプレイに表示されている起
動されているアプリケーションのボタンに関する処理を実行する制御部とを備える電子機
器。
【請求項２】
　前記制御部は、前記ロック状態に移行する直前のアンロック状態において前記ディスプ
レイに表示されていた表示画面に応じて、ロック状態を示す表示を決定し、決定された表
示を前記ディスプレイに行う請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記制御部は、前記ディスプレイの透過度を所定の値に設定することにより、前記ロッ
ク状態を示す表示を行う請求項２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御部は、前記ディスプレイの所定の位置に所定の画像を表示することにより、前
記ロック状態を示す表示を行う請求項２記載の電子機器。
【請求項５】
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　前記所定の解除操作は、前記タッチパネル上の同一位置とみなせる領域範囲に対する複
数回のジェスチャ操作である請求項１記載の電子機器。
【請求項６】
　前記制御部は、前記ロック状態において前記タッチパネルに対して行われる前記所定の
解除操作を、前記アンロック状態において前記起動されているアプリケーションのボタン
に対して行われるジェスチャ操作に比して、操作時間又は操作距離を変更する請求項１記
載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器は、起動操作が行われると、セキュリティの観点からキーロック画面をディス
プレイに表示させる機能がある。電子機器は、ユーザの操作によって、所定の条件がクリ
アされた場合、このキーロック画面を解除し、メインとなる操作画面を表示する（例えば
、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２２９７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ユーザは、操作画面における操作とは別に、キーロック画面を解除するため
だけに、所定の操作を行う必要があり、操作時間が増加している。
【０００５】
　本発明は、ユーザの操作時間を削減しつつ、キーロック画面を解除することが可能な電
子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る電子機器は、ディスプレイと、前記ディスプレイ上に配置されるタッチパ
ネルと、ロック状態において前記タッチパネルに対して行われた操作が、所定の解除操作
であると判断した場合、前記ロック状態を解除してアンロック状態に移行し、前記所定の
解除操作における最後の操作を受け付けた場所に対応する前記ディスプレイに表示されて
いるユーザインターフェースオブジェクトへの動作指示を実行する制御部とを備える構成
である。
【０００７】
　電子機器では、前記制御部は、前記ロック状態に移行する直前のアンロック状態におい
て前記ディスプレイに表示されていた表示画面に応じて、ロック状態を示す表示を決定し
、決定された表示を前記ディスプレイに行う構成でもよい。
【０００８】
　電子機器では、前記制御部は、前記ディスプレイの透過度を所定の値に設定することに
より、前記ロック状態を示す表示を行う構成でもよい。
【０００９】
　電子機器では、前記制御部は、前記ディスプレイの所定の位置に所定の画像を表示する
ことにより、前記ロック状態を示す表示を行う構成でもよい。
【００１０】
　電子機器では、前記所定の解除操作は、前記タッチパネル上の同一位置とみなせる領域
範囲に対する複数回のジェスチャ操作であってもよい。
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【００１１】
　電子機器では、前記制御部は、前記ロック状態において前記タッチパネルに対して行わ
れる前記所定の解除操作を、前記アンロック状態においてユーザインターフェースオブジ
ェクトが表示された場所に対応する前記タッチパネルに対して行われるジェスチャ操作に
比して、操作時間又は操作距離を変更する構成でもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ロック状態を解除した後において、目的のユーザインターフェースオ
ブジェクトへ指を移動させる時間、及び改めてユーザインターフェースオブジェクトを操
作する時間を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係るスマートフォンの外観を示す斜視図である。
【図２】実施形態に係るスマートフォンの外観を示す背面図である。
【図３】スマートフォンの構成を示すブロック図である。
【図４】設定された透過度によって表示されるロック状態の画面についての説明に供する
図である。
【図５】設定された透過度によって表示されるロック状態の画面についての説明に供する
図である。
【図６】ディスプレイにロック状態であることを示す表示を行う例を示す図である。
【図７】所定の解除操作によりロック状態を解除する手順についての説明に供する図であ
る。
【図８】ロック状態が解除される際のスマートフォン１の動作についての説明に供するフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明を実施するための実施形態を、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下では、電
子機器の一例として、スマートフォンについて説明する。
【００１５】
　図１及び図２を参照しながら、実施形態に係るスマートフォン１の外観について説明す
る。図１及び図２に示すように、スマートフォン１は、ハウジング２０を有する。ハウジ
ング２０は、フロントフェース１Ａと、バックフェース１Ｂと、サイドフェース１Ｃ１～
１Ｃ４とを有する。フロントフェース１Ａは、ハウジング２０の正面である。バックフェ
ース１Ｂは、ハウジング２０の背面である。サイドフェース１Ｃ１～１Ｃ４は、フロント
フェース１Ａとバックフェース１Ｂとを接続する側面である。以下では、サイドフェース
１Ｃ１～１Ｃ４を、どの面であるかを特定することなく、サイドフェース１Ｃと総称する
ことがある。
【００１６】
　スマートフォン１は、タッチスクリーンディスプレイ２と、ボタン３Ａ～３Ｃと、照度
センサ４と、レシーバ７と、マイク８と、カメラ１２とをフロントフェース１Ａに有する
。スマートフォン１は、カメラ１３をバックフェース１Ｂに有する。スマートフォン１は
、ボタン３Ｄ～３Ｆと、外部インターフェース１４とをサイドフェース１Ｃに有する。以
下では、ボタン３Ａ～３Ｆを、どのボタンであるかを特定することなく、ボタン３と総称
することがある。
【００１７】
　タッチスクリーンディスプレイ２は、ディスプレイ２Ａと、タッチスクリーン２Ｂとを
有する。ディスプレイ２Ａは、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）、有機ＥＬパネル（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
ｎｃｅ　ｐａｎｅｌ）、又は無機ＥＬパネル（Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｐａｎｅｌ）等の表示デバイスにより構成される。ディスプレ
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イ２Ａは、文字、画像、記号又は図形等を表示する。
【００１８】
　タッチスクリーン２Ｂは、タッチスクリーンディスプレイ２に対する指、又はスタイラ
スペン等の接触を検出する。タッチスクリーン２Ｂは、複数の指、又はスタイラスペン等
がタッチスクリーンディスプレイ２に接触した位置を検出することができる。
【００１９】
　タッチスクリーン２Ｂの検出方式は、静電容量方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式（又
は超音波方式）、赤外線方式、電磁誘導方式、及び荷重検出方式等の任意の方式でよい。
以下では、説明を簡単にするため、タッチスクリーン２Ｂがタッチスクリーンディスプレ
イ２に対する接触を検出する指、又はスタイラスペン等を単に「指」ということがある。
【００２０】
　スマートフォン１は、タッチスクリーン２Ｂにより検出された接触、接触位置、接触時
間又は接触回数に基づいてジェスチャの種別を判別する。ジェスチャは、タッチスクリー
ンディスプレイ２に対して行われる操作である。スマートフォン１によって判別されるジ
ェスチャには、スワイプ、タップ、ドラッグ、ピンチイン、ピンチアウト等が含まれる。
【００２１】
　スマートフォン１は、タッチスクリーン２Ｂを介して判別するこれらのジェスチャに従
って動作を行う。したがって、利用者にとって直感的で使いやすい操作性が実現される。
判別されるジェスチャに従ってスマートフォン１が行う動作は、タッチスクリーンディス
プレイ２に表示されている画面に応じて異なる。
【００２２】
　ボタン３は、利用者によって操作される。ボタン３は、ボタン３Ａ～ボタン３Ｆを有す
る。制御部２１はボタン３と協働することによってボタンに対する操作を検出する。ボタ
ンに対する操作は、例えば、クリック、プッシュ等である。
【００２３】
　例えば、ボタン３Ａ～３Ｃは、ホームボタン、バックボタン又はメニューボタンである
。例えば、ボタン３Ｄは、スマートフォン１のパワーＯＮ／ＯＦＦボタンである。ボタン
３Ｄは、スリープ／スリープ解除ボタンを兼ねてもよい。例えば、ボタン３Ｅ及び３Ｆは
、音量ボタンである。
【００２４】
　照度センサ４は、照度を検出する。例えば、照度とは、光の強さ、明るさ等である。照
度センサ４は、例えば、ディスプレイ２Ａの輝度の調整に用いられる。
【００２５】
　レシーバ７は、制御部２１から送信される音声信号を音声として出力する。マイク８は
、利用者等の音声を音声信号へ変換して制御部２１へ送信する。なお、スマートフォン１
は、レシーバ７に加えて、スピーカをさらに有してもよい。スマートフォン１は、レシー
バ７に代えて、スピーカをさらに有してもよい。
【００２６】
　カメラ１２は、フロントフェース１Ａに面している物体を撮影するインカメラである。
カメラ１３は、バックフェース１Ｂに面している物体を撮影するアウトカメラである。
【００２７】
　外部インターフェース（接続部）１４は、他の装置が接続される端子である。外部イン
ターフェース１４は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＨＤＭＩ
（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（登
録商標）、ＭＨＬ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｈｉｇｈ－ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｌｉｎｋ）等のよ
うな汎用的な端子であってもよい。外部インターフェース１４は、Ｄｏｃｋコネクタのよ
うな専用に設計された端子でもよい。
【００２８】
　本実施例に係るスマートフォン１は、ユーザの操作時間を削減しつつ、キーロック画面
を解除することが可能な構成である。以下に、具体的な構成について説明する。
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【００２９】
　スマートフォン１は、図３に示すように、ディスプレイ２Ａと、ディスプレイ２Ａ上に
配置されるタッチスクリーン２Ｂ（タッチパネル）と、制御部２１と、を備える。
　制御部２１は、ロック状態においてタッチスクリーン２Ｂに対して行われた操作が、所
定の解除操作であると判断した場合、ロック状態を解除してアンロック状態に移行し、所
定の解除操作における最後の操作を受け付けた場所に対応するディスプレイ２Ａに表示さ
れているユーザインターフェースオブジェクトへの動作指示を実行する。
【００３０】
　ここで、ユーザインターフェースオブジェクトとは、アプリケーションを起動するため
のアイコン等、又はアプリケーションが起動した状態におけるボタン等の動作指示される
対象（操作される部位）を意味する。
【００３１】
　例えば、スマートフォン１は、ロック状態において、タッチスクリーン２Ｂを３回タッ
プすることでロック状態を解除してアンロック状態に移行するように設定されていたもの
とする。スマートフォン１は、ロック状態において、ユーザによりタッチスクリーン２Ｂ
が３回タップされた場合、設定にしたがって、アンロック状態に移行し、かつ、タップし
ていた場所に、例えば、メールアプリケーションを起動するためのアイコンが配置されて
いた場合、最後の３回目のタップに基づいて、メールアプリケーションを起動する。また
例えば、タップしていた場所に、メールアプリケーションを起動後の送信ボタン等が配置
されていた場合も、最後の３回目のタップの位置に基づいて、送信を実行する。
　なお、最後の３回目のタップの位置に基づく動作に場合に限らず、それぞれ３回のタッ
プが同じ位置をタップすることに基づいて動作してもよい。
【００３２】
　このようにして、スマートフォン１は、ロック状態からアンロック状態へ移行するとと
もに、アンロック状態に移行した後の操作までを同時にできるので、ユーザの操作時間を
削減しつつ、ロック状態を解除することができる。
【００３３】
　制御部２１は、ロック状態に移行する直前のアンロック状態においてディスプレイ２Ａ
に表示されていた表示画面に応じて、ロック状態を示す表示を決定し、決定された表示を
ディスプレイ２Ａに行う構成でもよい。
【００３４】
　このような構成によれば、スマートフォン１は、ロック状態に移行する直前のアンロッ
ク状態に表示されていた画面の状態、つまり起動しているアプリケーションの有無又は種
別によって、ロック状態を示す表示を変更することができ、利便性の高い機能を提供でき
る。
【００３５】
　例えば、制御部２１は、ディスプレイ２Ａの透過度を所定の値に設定することにより、
ロック状態を示す表示を行う構成でもよい。
　スマートフォン１は、図４（ａ）に示すように、アンロック状態においてメールアプリ
ケーションを起動し、メールの本文を表示しているときに、電源オフの操作又はタイムア
ウトによって、ディスプレイ２Ａの電源がオフになる。なお、スマートフォン１は、ディ
スプレイ２Ａの電源がオフになる直前の状態（ディスプレイ２Ａに表示されていた表示画
面等の内容）を記憶している。
【００３６】
　その後、スマートフォン１は、ディスプレイ２Ａの電源がオンになった場合には、ディ
スプレイ２Ａの電源がオフになる直前の状態（本実施例では、メールの本文が表示されて
いた）に基づいて、図４（ｂ）に示すように、透過度が５０パーセントに設定されたロッ
ク状態の画面を表示する。なお、透過度は、５０パーセントに限られない。
【００３７】
　このようにして、スマートフォン１は、ユーザ自身がじっと眺めることによってロック
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状態でもメールの本文を確認できる一方、他人が横から覗いた程度では内容を把握できな
いようにすることができる。
【００３８】
　また、スマートフォン１は、図５（ａ）に示すように、アンロック状態において地図ア
プリケーションを起動し、地図が表示されているときに、電源オフの操作又はタイムアウ
トによって、ディスプレイ２Ａの電源がオフになる。
【００３９】
　その後、スマートフォン１は、電源がオンになった場合には、電源がオフになる直前の
状態（本実施例では、地図が表示されていた）に基づいて、図５（ｂ）に示すように、透
過度が８０パーセントに設定されたロック状態の画面を表示する。なお、透過度は、８０
パーセントに限られない。
【００４０】
　このようにして、スマートフォン１は、ロック状態において、誤操作による意図しない
動作を防止しつつ、地図の情報をユーザに視認させることができる。
【００４１】
　なお、スマートフォン１は、アプリケーションごとにロック状態において設定する透過
度を定めたテーブルを有しており、電源がオンになった場合に、電源がオフになる直前の
状態に基づいて、当該テーブルを参照して透過度を決定する構成でもよい。また、透過度
は、ユーザが自由に変更できる構成でもよい。
　また、本実施例では、ディスプレイ２Ａ全体に同一の透過度を設定する場合について説
明したが、これに限られず、ディスプレイ２Ａを複数の領域に分け、領域ごとに透過度を
変更する構成でもよい。
【００４２】
　制御部２１は、ディスプレイ２Ａの所定の位置に所定の画像を表示することにより、ロ
ック状態を示す表示を行う構成でもよい。
　例えば、制御部２１は、図６で示すように、ディスプレイ２Ａの上端部分（例えば、ピ
クト表示部）に「ＫＥＹ　ＬＯＣＫ！！」というロック状態を示す表示を目立つように行
う。なお、ロック状態を示す表示を行う場所は、ディスプレイ２Ａの上端部分に限られな
い。
【００４３】
　このような構成によれば、スマートフォン１は、ロック状態であるかどうかをユーザに
認識させることができる。
【００４４】
　所定の解除操作は、タッチスクリーン２Ｂ上の同一位置とみなせる領域範囲に対する複
数回のジェスチャ操作であってもよい。
　ここで、所定の解除操作を設定する手順について説明する。
　例えば、スマートフォン１は、ユーザの操作によって、メニューから「解除操作の設定
モード」が選択されたときに、解除操作の設定画面を表示する。
　スマートフォン１は、解除操作として設定するためのデモンストレーションを複数回、
タッチスクリーン２Ｂを利用して行うようにユーザに促す。デモンストレーションとは、
例えば、タップ等のジェスチャである。また、デモンストレーションを複数回繰り返すの
は、操作ミスを防ぐためのものであって、一回でもよい。
【００４５】
　スマートフォン１は、複数回繰り返されたデモンストレーションのジェスチャが同一と
みなせるかどうか、さらに、ジェスチャされる位置が同一とみなせるかどうかを判断する
。
　スマートフォン１は、複数回繰り返されたデモンストレーションのジェスチャが同一と
みなせる、さらに、ジェスチャされる位置が同一とみなせると判断した場合に、当該デモ
ンストレーションを設定解除として設定する。
【００４６】
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　つぎに、所定の解除操作によりロック状態を解除する手順について説明する。なお、こ
こでは、所定の解除操作は、タッチスクリーン２Ｂ上の同じ場所を三回タップする操作で
あるものとする。
【００４７】
　スマートフォン１は、ロック状態において操作を受け付ける。このとき、スマートフォ
ン１は、図７に示すように、最初にタップの操作が行われた場所（例えば、図７中のＡ）
に基づいて、同一位置とみなせる領域範囲（例えば、図７中の領域Ｂ）を設定し、その領
域範囲内において二回目と三回目のタップの操作が行われた場合、ロック状態を解除する
。なお、スマートフォン１は、設定した領域範囲外において二回目のタップ操作が行われ
た場合には、ロック状態を維持する。
【００４８】
　制御部２１は、ロック状態においてタッチスクリーン２Ｂに対して行われる所定の解除
操作を、アンロック状態においてユーザインターフェースオブジェクトが表示された場所
に対応するタッチスクリーン２Ｂに対して行われるジェスチャ操作に比して、操作時間又
は操作距離を変更する構成でもよい。
【００４９】
　ここでは、所定の解除操作がスワイプであるとして説明する。
　制御部２１は、ロック状態を解除するためのスワイプを行う操作時間をＴ１とし、ユー
ザインターフェースオブジェクトが表示されている状態で使用されるスワイプの操作時間
をＴ２とする。なお、Ｔ１＞Ｔ２でもよいし、Ｔ１＜Ｔ２でもよい。
　また、制御部２１は、ロック状態を解除するためのスワイプを行う操作距離をＬ１とし
、ユーザインターフェースオブジェクトが表示されている状態で使用されるスワイプの操
作時間をＬ２とする。なお、Ｌ１＞Ｌ２でもよいし、Ｌ１＜Ｌ２でもよい。
【００５０】
　このようにして、スマートフォン１は、ロック状態を解除する操作に通常のジェスチャ
を用いることができ、簡便な解除操作を利用することができる。
【００５１】
　ここで、スマートフォン１の電源オフの状態からロック状態が解除されるまでのスマー
トフォン１の動作について、図８に示すフローチャートを参照しながら説明する。なお、
以下では、スマートフォン１は、電源がオンにされたときにロック状態で起動するものと
する。また、所定の解除操作は、タッチスクリーン２Ｂ上の同じ場所を三回タップする操
作であるものとする。
【００５２】
　ステップＳ１において、制御部２１は、スマートフォン１の電源がオンにされたかどう
かを判断する。スマートフォン１の電源がオンにされたと判断した場合（Ｙｅｓ）には、
ステップＳ２に進み、スマートフォン１の電源がオンにされていないと判断した場合（Ｎ
ｏ）には、ステップＳ１を繰り返す。なおここでは、スマートフォン１の電源がオフの状
態からスタートさせる場合について述べているが、ディスプレイ２Ａの電源がオフの状態
（スリープ状態）からスタートさせる場合であってもよい。
【００５３】
　ステップＳ２において、制御部２１は、タッチスクリーン２Ｂに対して操作が行われた
かどうかを判断する。タッチスクリーン２Ｂに対して操作が行われた場合（Ｙｅｓ）には
、ステップＳ３に進み、タッチスクリーン２Ｂに対して操作が行われていない時間が所定
時間経過した場合（Ｎｏ）には、ステップＳ２を繰り返す。
【００５４】
　ステップＳ３において、制御部２１は、タッチスクリーン２Ｂに対して行われた操作が
三回のタップ操作であったかどうかを判断する。三回のタップ操作であると判断した場合
（Ｙｅｓ）には、ステップＳ４に進み、三回のタップ操作ではないと判断した場合（Ｎｏ
）には、ステップＳ３を繰り返す。
【００５５】
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　ステップＳ４において、制御部２１は、ステップＳ３の工程で操作された位置が同一位
置とみなせる領域範囲であったかどうかを判断する（特にタップの場合）。同一位置とみ
なせる領域範囲であったと判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ５に進み、同一位置
とみなせる領域範囲ではなかったと判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳ６に進む。
【００５６】
　ステップＳ５において、制御部２１は、ロック状態を解除してアンロック状態に移行す
る。
　ステップＳ６において、制御部２１は、解除操作が失敗したものとして所定の処理を行
って、ステップＳ２に戻る。所定の処理とは、例えば、「もう一度解除操作を行ってくだ
さい」等のメッセージをディスプレイ２Ａに表示する。
【００５７】
　また、本実施例では、主にスマートフォンの構成と動作について説明したが、これに限
られず、各構成要素を備え、ユーザの操作時間を削減しつつ、キーロック画面を解除する
ための方法、及びプログラムとして構成されてもよい。
【００５８】
　さらに、スマートフォンの機能を実現するためのプログラムをコンピュータで読み取り
可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステ
ムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
【００５９】
　ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むも
のとする。また、「コンピュータで読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディス
ク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵
されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【００６０】
　さらに「コンピュータで読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワ
ークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時
刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコン
ピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時刻プログラムを保持しているもの
も含んでもよい。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのもので
あってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプロ
グラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１　スマートフォン
２Ａ　ディスプレイ
２Ｂ　タッチスクリーン
２１　制御部
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